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（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・

子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

 

（市町村行動計画） 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、５

年を１期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子

どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及

び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施

に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定することができる。 

 

 

 

（自立促進計画） 

第 12 条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更

しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定

めるものとの調和を保つよう努めなければならない。 

 

 

 

（都道府県計画等） 

第９条  

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、

当該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

 

 

【資料4】 

第２期交野市子ども・子育て支援事業計画 実績報告 

【令和２年度～令和６年度】 

 

１．第２期交野市子ども・子育て支援事業計画の位置づけ 

 

本計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」（策定

義務）に位置付けられるとともに、次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」

（任意計画）と一体的に策定しました。 

また、子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条第２項に基づく「市町村計画」や母子及び

父子並びに寡婦福祉法12条を包含し実施しました。 

 
 子ども・子育て支援法  

 

 

 

 

 
 次世代育成支援対策推進法  

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの貧困対策の推進に関する法律  

 

 

 

 

 

 

 

母子及び父子並びに寡婦福祉法  

 

 

 

 

 

  


